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定期借家権論議と家賃・床面積試算

東京都立大学　経済学部教授

福島　隆司

１９９８年３月

1.  はじめに

定期借家が創設されたときの家賃・床面積

の試算に関してはあまり多くのものがない。

しかし、具体的に家賃と床面積がどの位にな

るのかを知ることは、議論をする上でも有用

であると思われる。家賃の試算に関してはい

わゆる実務家から出されている積算賃料によ

る家賃試算と経済学者による統計的手法によ

る試算がある。前者は分かりやすい方法であ

るが、多くの問題も含まれている。しかし、

ここではその問題を指摘するのではなく、そ

の数値が妥当かどうかを考えてみることにす

る。後者については、一般に計量経済学の分

析を使うためにわかりにくいという側面があ

るが、これについてもここではなるべく具体

的な数値を考えることによって一般の人にも

分かりやすいレベルにして考えることにする。

2.  積算賃料による試算

積算賃料による試算には澤野（１９９７）がある。

澤野の試算は表１に掲げてある。澤野の試算は

木造２階建て８０㎡、敷地１００㎡ということで資産

価値の合計が４千１００万円になる住宅を賃貸住

宅として供給した時の月割りの家賃を計算して

いる。彼の想定は表１に示された通りであるが、

月割家賃が２４万以上になり、資産価値と比較し

てかなり高いものになっている。しかし、この澤野

の積算賃料はその想定を少々変えることにより、

かなりその額が変わってくる。まずこれを検討し

てみることにしたい。

私の想定による試算は表１の右半分に掲載さ

れている通りである。条件としては木造２階建て、

敷地１００㎡、資産価値合計４千１００万円という

澤野の想定をそのまま借用することにする。違い

は星印が付けてある行にある。まず、純賃料に

関して、土地及び建物の期待利回りとして、土地

については土地価格の１％、建物に対しては建

物価格の５％をとることにした。これは、現在の日

本の経済状況からみて澤野が想定している土地

からの期待利回り２％、建物からの期待利回り

６％というのは大きすぎるのではないかと思われ

るからである。したがって、ここではそれぞれを

１％ずつ減じて計算することにした。

次に減価償却であるが、澤野は建物価格の

４％を想定している1が、私の試算では建物価格

の 1/50とした。これは、本来、減価償却は建物
がすり減っていく部分にあたるものであり、法律

で何％の減価償却が認められているとかに関係

なく建物が５０年間もち、実質的に貸し手が５０年

間アパートを貸し続けられるとするならば、減価

償却は毎年 1/50 とするのが適当であろうと考え
るからである。すなわち、ここでの私の想定は５０

年間建物が存続できるものとし、その 1/50 ずつ

                                                
1 ということは、２５年で全て償却されるということ
であり、現実の建物の耐用年数は２５年以上で

あろうと思われるので、不合理な仮定である。
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が毎年償却されていく、ということである。

修繕費と維持管理費については澤野の想定を

そのまま使うことにした。修繕費に関しては、かな

り大きな額と思われるが、ここでは澤野の想定の

ままとすることにした。

次に税金の欄であるが、澤野の想定では年間

４３万円が税金になっているが、これはどのように

計算されたのか澤野の論文からは明らかでない。

私の想定では、税金は、ほぼ全額が固定資産税

であろうという想定から固定資産税の実質税率と

いわれている、資産価値の０．２％を税金とした。

損害保険料については澤野の想定と同じである。

また、次の貸し倒れ準備金であるがこれも澤野

の計算ではどのように計算されたか明らかでは

ないが、私の想定は純賃料の１／２４とした。これ

は空室がでたときの損失相当額という意味もある

が、ファミリー向けの貸家にした場合いったん貸

したならば、そう空室が続くとは思われず２年に１

ヶ月分くらいの想定で十分であろう。

想定をこのように変えることによって月割家賃

は１４万６千円強になる。これは澤野の月割家賃

と比べると１０万円ほど安くなる。このように積算

賃料による試算はその裏の想定が少々変わるこ

とによって大きく変わる。また、澤野の試算の想

定にあっては、期待利得や必要諸経費を厚くと

っているという側面があり、私の試算の方がより

現実的な試算であろうと思われる。したがって「月

割家賃が高すぎるから借り手がいない」という結

論を下す根拠を積算賃料に求めることが出来る

とはとうてい思えない2。

                                                
2 積算賃料による試算は、市場で決まる賃料
ではない。実際は、市場条件（需給条件）に

より、月割り家賃がまず決まり、必要諸経費

また、私の試算に加えて土地の期待利得を０と

おいてみれば、月割家賃はさらに下がり１２万５

千円強となる。これは現在の試算よりもさらに２万

円以上も安くなるということを示している。この土

地の期待利得を０とするのは、もしアパートの経

営者が土地を持っているならば土地の期待利得

を０としても良しとする場合もあるからである。ま

た、修繕費や維持・管理費、また貸し倒れ準備

金などの計上はそれらを使わないならばそれは

そのまま実質的にはアパート経営者の懐に入る

ことになる。したがって、これらの想定の変更によ

り儲けが出ないという恐れはほとんどない。

3  統計的手法による試算

　統計的手法によって家賃を分析しようという考

えは経済学者の中では多いが、これらの中でご

く最近のものをいくつか選んでみた。１つは岩田

（１９９７）による家賃関数の推定であり、もう１つ

は財団法人日本住宅総合センターによる借家

法の計量分析を使ったシミュレーションである。

3.1  岩田の家賃関数の推定

岩田（１９９７）はいくつかの独立変数を持つ家

賃関数を推定している。築年数、床面積、新宿

からの時間をそれぞれ独立変数としたときに家

賃がどのようになるかを推定したのが岩田の家

賃関数である。岩田は、法人限定と一般借家の

２つに分けて、それぞれの家賃関数を推定した3。

                                                                      
等を差し引いて、残りの純賃料が決定される

のである。積算賃料は、この逆で、土地、建

物の期待利得を見込んだ、貸し手から見てこ

れだけ欲しいという希望額を積み上げたにす

ぎない。
3 分析に用いられたデータは、基本的には１９
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法人限定とするのは、借家法の解約制限を回避

する方法であるので、法人限定の方は借家法が

無し、一般借家の方は借家法が有り、と理解す

ることができる。そしてそれぞれにおいて、岩田

は線形の家賃関数を推定した。その推定結果は

表２示されている。

3.2  岩田の家賃関数による試算

岩田の家賃関数の推定値を使って、家賃、及

び、床面積に関するシミュレーションを行ってみ

た。これが表３に示されている。表３では、借家

法が有りと無しの場合においてそれぞれ月割家

賃、及び床面積が示されている。そのほかの変

数については、築年数は８年とし、新宿との時間

距離は２６分、設備は持家と借家の平均というこ

とでそろえている4。

この表の最初の２行は借家法がある場合と借

家法がない場合の月割家賃が１５万円であった

場合にどのくらいの床面積が借りられるのかとい

うことを示している。新宿との時間距離が２６分と

いうのは中央線でいうとほぼ東小金井、及び、武

蔵小金井近辺ということになるが、この場合１５万

円の月割家賃を払ったとして、借家法があれば

３７．５㎡の広さしか借りられないが、借家法がな

しの場合には８１㎡のアパートが借りられるという

                                                                      
９５年８月９日号「週間賃貸スペシャル」から、中

央線、新宿～高尾間より取っている。
4 築年数と新宿からの時間距離は、サンプル
の平均値を取った。設備に関しては、一般借

家と法人限定の平均を取った。この理由は、

定期借家の下では貸し主はなるべく耐用年数

の長い良質の設備を持った貸家を造ると予想

されるためである。設備は、長期的には法人

限定並に近づくと思われるが、ここでは、中

期的な予想として、二つの平均値を取った。

ことを示している。

また、３行目と４行目は床面積をそろえて、８０

㎡としたときに借家法がある時には月割家賃が

どのくらいになるか、借家法がない時には月割

家賃がどのくらいになるかということを試算してい

る。それによれば、借家法がある場合には２６万

５千円となっているが、借家法がなしの場合には

１４万８千円となっている。この差は月割家賃にし

て１１万円以上ある。

ここで注意しなくてはならない点は、岩田の推

定は、あくまで違ったタイプの借家を比べている

ことである。１つは法人限定借家、もう１つは一般

借家である。長期的には、設備は法人限定に近

づくと考えられる。一般借家の設備が法人限定

並になるとすると、同じ面積でも、家賃は、ここで

示した物よりも当然高くなる。しかし、借家法があ

る場合とない場合の差は、表３で見たものとほぼ

同じである。定期借家権が創設されたとしてもた

だちに全ての借家が法人限定借家のように正当

事由による解約制限の適応を除外されるわけで

はない。したがって、定期借家権が創設されると

してもただちにここでいう「借家法無し」というケ

ースが達成されるわけではない。たとえば、東小

金井近辺で８０㎡のアパートを借りるときに定期

借家が創設されたからといって、ただちに１５万

円以下で部屋が借りられるというものではない。

これは中長期的にそのようになっていくであろう

という風に読む方が正確である。それが３年であ

るのか５年であるのか、１０年であるのか２０年か

かるのかということは、人々が定期借家権というも

のをどれくらい速やかに受け入れて、それに応じ

た行動をするか否かにかかっている。したがって、

定期借家権に関して疑心暗鬼が生じたり定期借



定期借家権論議と家賃・床面積試算, Version 2.12, Page 4/6

家権が創設されても以前と何ら変わりはない、と

人々が思うようでは、これらの差はなかなか縮ま

らない。

3.3  （財）日本住宅総合センターによる借

家法廃止のシミュレーション

最後に（財）日本住宅総合センターによる借家

法廃止のシミュレーションの結果5をみてみよう。

この結果は表４にまとめられているが、この条件

としては１９７９年に借家法が廃止され6、１９９３年

まで続いたと仮定した結果のシミュレーションで

ある。そしてこの数値は１９９３年時点の実績値か

らの乖離をとっている。それによれば、借家法廃

止により戸当たり床面積及び、戸数はそれぞれ

増加し、その結果総床面積は３７％～１２８％上

昇する。また、家賃は０．６～７％下落するという

結果がでている。
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表１　積算賃料による試算

澤野の試算 福島の試算

木造２階建て 80㎡ 80㎡

敷地 100㎡ 100㎡

¥24,200,000 土地価格 ¥24,200,000 土地価格

¥16,800,000 建物価格 ¥16,800,000 建物価格

¥41,000,000 資産価値計 ¥41,000,000 資産価値計

純賃料

土地 ¥484,000 土地価格の２％ ¥242,000 土地価格の1％★

建物 ¥1,008,000 建物価格の６％ ¥840,000 建物価格の5％★

計 ¥1,492,000 ¥1,082,000

必要諸経費等

減価償却 ¥672,000 建物価格の４％ ¥336,000 建物価格の1/50★

修繕費 ¥168,000 建物価格の１％ ¥168,000 建物価格の１％

維持管理費 ¥29,840 純賃料計の２％ ¥21,640 純賃料計の２％

税金 ¥430,000 ？ ¥82,000 資産価値の0.2%★

損害保険料 ¥25,200 建物価格の0.15% ¥25,200 建物価格の0.15%

貸し倒れ準備金 ¥117,400 ? ¥45,083 純賃料の1/24★

計 ¥1,442,440 ¥677,923

総合計 ¥2,934,440 ¥1,759,923

月割り家賃 ¥244,537 ¥146,660
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表２　　岩田（１９９７）の家賃関数（係数の推定値）

法人限定 一般借家

定数項 131,958 61,752
築年数 -645.1 -1,114.6
床面積（㎡） 1,589.7 2,717.99
新宿からの時間（分） -2,705.4 -1,526.548

表３　　岩田（１９９７）の推定を使った試算

月割家賃（円） 床面積（㎡）

借家法有り １５０千円 ３７．５

借家法無し １５０千円 ８１．０

借家法有り ２６５千円 ８０．０
借家法無し １４８千円 ８０．０

ただし、築年数は８年、新宿との時間距離２６分、

設備は持ち家と借家の平均値（９６，８５５円）にそろえている。

表４　借家法廃止のシミュレーション

戸当り床面積増 11～38%
戸数増 23～65%
総床面積増 37～128%
家賃減 0.6～7%
条件：１９７９年に制度変更し、１９９３年まで継続したとする。数値は１９９３年時点の実績値からの乖離。


